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Abstract 

 In recent years, many troubles such as harassment, violence, and illegal gambling among top athletes and coaches have 

been reported in the sports world, which has focused its attention on protecting and enhancing sports integrity. Top athletes 

and coaches are required to demonstrate integrity in dealing with such problems, and the need for an educational approach 

has been pointed out as a preventive measure.In response to this situation, sports-related organizations have conducted 

training programs for top athletes and coaches, but educational materials, methods, and curriculums have not yet been 

developed.Therefore, the purpose of this study was to examine the trend of sport integrity education and educational research 

on problems related to sport integrity in Japan by organizing and analyzing them. As a result, from the current trends, we 

were able to obtain suggestions on issues concerning future approaches to sport integrity education. 
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1．はじめに 

近年，競技スポーツは盛り上がりを見せている。

2019 年にはラグビーワールドカップが行われ，これ

から東京 2020 オリンピック・パラリンピック，2021

年ワールドマスターズゲームズの開催を控え，日本の

スポーツ界はこれまでになく注目されている。一方，

その注目に比例するように競技スポーツ界のトラブル

が報道され，社会的関心が集まっている。例えば，レ

スリングの伊調選手に対する指導者のパワハラ問題

(産経新聞，2018)やカヌー男子選手がライバル選手の

ペットボトルに禁止薬物を混入したパラドーピング問

題（日本アンチ・ドーピング機構，2018）などいくつ

かの問題が発覚した。 

こうした現状に対し，スポーツ界ではスポーツの価

値 を 守 る と い う 意 味 か ら 「 イ ン テ グ リ テ ィ

（integrity）」という言葉が用いられるようになっ

た。スポーツにおけるインテグリティの捉え方につい

て，勝田（2015）は，国内外のスポーツ関連団体のイ

ンテグリティの捉え方を整理し，「関係する人間の

『行動規範』，または『ゲームにおけるフェアプ

レー』など，組織や活動によっていくつか異なった捉

え方がある」と結論づけている。国内の代表的な例と

して，日本スポーツ振興センター（2015）によると

「スポーツにおけるインテグリティとは，スポーツが

様々な脅威により欠けることなく，価値ある高潔な状

態」と定義されており，本研究でも日本スポーツ振興

センターと同様の定義とする。また，日本スポーツ振

興センターは（2015）は，スポーツ・インテグリティ

の脅威について，ドーピング，八百長・不正行為，暴

力・ハラスメントなど 8つを挙げている。ここで，こ

れらのトラブルを「スポーツ・インテグリティに関わ

る問題群」と呼ぶ。 

このような現状に対し，スポーツ庁（2018）が「ス

ポーツ・インテグリティ確保に関するメッセージ」を

発した。メッセージでは，競技スポーツ界のドーピン

グ，ハラスメント，暴力などの問題が例にあげられ，

それらの問題の背景・要因について，勝利至上主義，

行き過ぎた上意下達や集団主義，科学的合理性の軽視

といった競技スポーツ界の体質が指摘されている。 

他方で，こうした勝利至上主義等による競技スポー

ツ界の規範に関する問題は近年に始まったわけではな

い。スポーツにおける規範について，最新スポーツ科

学辞典（2006）では「スポーツに参加する者は一定の

行動様式に従うことが要求され，逸脱する行為は許さ

れない」と記載され，具体的にはフェアプレー，ス

ポーツマンシップなどが挙げられている。フェアプ

レーとスポーツマンシップについて広辞苑（1976）に

よると，前者は「正々堂々と公明に勝負を争う運動家

精神，スポーツマンにふさわしい態度」，後者は「運

動競技などで，正々堂々たるふるまい」とある。また，

スポーツマンシップとは，フェアプレーや Good 

Loser という概念を包括的に言い表している（広瀬，

2002）ことを踏まえると，スポーツマンシップはス

ポーツ・インテグリティの類似概念であると考えられ

る。そこで，スポーツマンシップとスポーツ・インテ

グリティの関係について触れておきたい。 
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阿部（2009）は「スポーツマンシップが，倫理的な

イデオロギーとして成長を遂げ始めたのは，19 世紀

になってからのことであった」と述べるようにスポー

ツマンシップは古くから使われていることが分かる。

また現代において提唱されたスポーツマンシップにつ

いて，広瀬（2002）は「スポーツマンシップは，一言

で言えば，『尊重（respect）する』ことである。試

合の相手を尊重し，審判を尊重し，試合の規則を尊重

すること」と述べ，具体的には「審判に従順」，「最

善を尽くす」，「勝って奢らず」などを挙げている。

つまり，スポーツの試合中やその前後での規範や態度

を指していることが分かる。 

しかし，現代の競技スポーツの問題は試合中だけで

なく，冒頭に紹介したようなパワハラやパラドーピン

グなど実に複雑で多様化したものになってきた。そう

した現状に対し，友添（2015）は「スポーツのインテ

グリティーを脅かす現代のスポーツの問題群は単純な

ものから，様々なバックボーンをもつ複雑なものまで

あり，どうもスポーツのインテグリティーを守るため

の規準として，近代スポーツが生み出した対面（face 

to face）を前提とした倫理規範であるフェアプレイ

の精神やそれを日常生活に広げ，人生の生き方とした

スポーツマンシップでは限界があるのではないか」と

指摘している。このようにスポーツ・インテグリティ

に関わる問題群はスポーツマンシップやフェアプレイ

の枠組みを超え，捉える必要があるだろう。 

また，菊（2013）は，インテグリティと類似する

フェアネス概念に関する歴史社会学からの検証から，

現代スポーツにおけるインテグリティについて，外敵

報酬やコマーシャリズムに影響された不正への欲望に

対し，「プレイヤー自らがこのような欲望をコント

ロールしながら，正々堂々と勝利という目的に向かっ

てひたむきにプレーすることがより大きな社会的価値

を生み出すことにつながる」と指摘し，社会的な品格

や品位といったインテグリティの必要性を示唆してい

る。つまり，従来の競技スポーツで語られていた規範

（スポーツマンシップ）だけでなく，インターネット

を介した外的報酬やコマーシャリズムに影響された不

正に対しても毅然とした人間としての高潔さ（インテ

グリティ）が求められる。 

こうした中，スポーツ・インテグリティに関わる問

題からアスリートを守るための教育の重要性が示され

ている。Oxford Research（2010）は，スポーツ・イ

ンテグリティの脅威に対抗する一般的な取り組みは

「明確なガイドライン」，「検査と監視」，「教育」

の 3つの領域にまとめられると報告し，教育の重要性

を指摘している。また，スポーツ庁(2018)は様々な問

題事案が相次いで発生している事態に対し，「アス

リートや指導者に対する教育・研修の強化」等の取り

組みを強く要請している。 

他方で，スポーツ・インテグリティと類似概念であ

るスポーツマンシップやフェアプレイに関する教育に

ついて概観すると，スポーツマンシップの捉え方に関

して，運動部高校生や専門学生を対象にした実態調査

（鳥居ほか，2014；黒野ほか，2013）では，スポーツ

マンシップの構成要素や一般的な認知度を明らかにし

ている。また，中学校保健体育教諭を対象としたス

ポーツマンシップに対する認識と指導の実態調査した

藤原ほか（2006）は，体育授業をよりよくするために

は，スポーツマンシップの認知だけでなく，説明がで

き重要性を意識すること，また，態度の評価の視点か

らもスポーツマンシップ教育の必要性を指摘している。 

次に，フェアプレイ教育を概観すると，スポーツマ

ンシップ教育と同様にフェアプレイの捉え方に関する

研究が行われている。宮坂・松田（2008）は，ハンス

（2000）の定義を参考に，「ルールに従うことや，判

定を受け入れるといったゲームを成立させる要因とし

ての『コートの中におけるフェアプレイ』と，そうし

たスポーツ活動に参加した結果としてプレイヤーが身

につける『コートの外におけるフェアプレイ』つまり

勝敗の結果を受け入れることや，相手や仲間を非難し

ないといった倫理的側面は性質の異なるもの」であり，

指導者がそういった 2面性のフェアプレイを意識する

必要性を述べている。また，森田ほか（2019）は松井

秀喜選手（星稜）の 5打席連続敬遠の是非などを例に

フェアプレイをテーマにした批判的思考力を目的とし

た教材研究を行っている。 

しかし，スポーツマンシップやフェアプレイの教育

に関する研究は少ない。また，前述したように，ス

ポーツマンシップ教育やフェアプレイ教育は，試合中

や試合前後における規範教育への言及しかされておら

ず，現代のスポーツ・インテグリティに関する問題群

への対応としては課題が残ったままである。 

現状のスポーツ・インテグリティ教育について，勝

田（2018）は「国内のスポーツ関連団体では，選手や

指導者向けに様々な研修が行われているが，教育教材，

教育手法，カリキュラム構築を含む教育システムに関

する取り組みについては，未構築，あるいは計画段階

にとどまっている」と指摘した上で，教育的取り組み

については，最優先されるべき取り組みである，と述

べている。 

このようにスポーツ・インテグリティの保護・強化

に向けて，教育の重要性は認識されているものの，ス

ポーツ・インテグリティ教育に関する研究の実態は明

らかとなっていない。このような現状に対して，既存

のスポーツ・インテグリティ教育やスポーツ・インテ

グリティに関わる問題群の教育研究について整理する

ことは今後のスポーツ・インテグリティ教育への課題

や現状での研究成果を提示できる点で，スポーツ・イ

ンテグリティ教育の研究者やアスリート，指導者，競

79



 

 

 

技スポーツ関係者にとって，有意義なものになると考

えられる。 

そこで本研究では，スポーツ・インテグリティ教育

における 2種類の研究動向を考察する。研究 1では，

スポーツ・インテグリティの動向を調査し，考察する。

分析対象とした「スポーツ・インテグリティ」に関す

る論文の抽出方法及び分析方法に関しては，「スポー

ツ・インテグリティ」に関する研究動向の検討を行っ

ている勝田（2018）を参照した。これらの調査では，

スポーツ・インテグリティに関する教育研究は見当た

らなかった。そこで，スポーツ・インテグリティに関

わる問題群の教育研究を調査することとした。 

研究 2では，スポーツ・インテグリティに関わる問

題群の教育研究を調査し，考察する。これらの調査で

は，スポーツ・インテグリティに関わる問題群として，

勝田(2018)の国内外の調査機関およびスポーツ組織が

示すスポーツ・インテグリティへの脅威の分類を参考

に，筆者らで議論を重ね，下記の 6 分類に選定した

（①ドーピング，②違法賭博・八百長，③暴力，④ハ

ラスメント，⑤ガバナンス・コンプライアンス，⑥差

別）。そこで，これらの 6分類における教育研究を対

象とし，論文の抽出方法及び分析方法に関しては，ス

ポーツ教育学会において，研究動向の検討を行ってい

る岡田・根本(2019)を参照した。詳しくは後述する。 

 

2. 研究 1 

研究 1では，スポーツ・インテグリティの先行研究

を考察する。 

 

2.1 対象論文の収集方法 

勝田（2018）は，国外におけるスポーツ・インテグ

リティという用語活用の発生経緯と背景にある問題を

調査するために，グーグルスカラー（ Google 

Scholar）を使用し，「sports あるいは sport」と

「integrity」の両方の用語をタイトルに含む論文を

検索・抽出した。勝田（2018）によると，英語論文は，

全体として 2000 年以降散見されるようになり，特に

2010 年前後を境にギャンブル，賭博，汚職，八百長

をテーマにした文献が増加傾向にある，と述べている。 

本研究では国内論文における動向調査のため国立情

報学研究所の論文情報ナビゲータ（CiNii）の検索機

能により，2020年 11月 1日までに発刊されている論

文について収集を行う。検索ワードとしては「スポー

ツまたは sport」と「インテグリティまたは

integrity」について AND 検索を行い，抽出した。そ

の結果，抽出された 87 編の論文のうち，「スポー

ツ・インテグリティ」が主題となっていない 46 編，

全文が掲載されていない 9 編を除いた 32 編の論文を

本研究の対象論文とした（表 1）。 

 

2.2 内容の分類 

勝田（2018）を参考に 32 編の対象論文の研究内容

がどの問題群の内容のものであるかを検討し，分類し

た。分類は，「ドーピング」「八百長・違法賭博」

「ハラスメント・暴力」「ガバナンス・コンプライア

ンス」「差別」のスポーツ・インテグリティに関わる

問題群における 5 つの分類と，「倫理・モラル・ス

ポーツマンシップ」「コーチ・コーチング」「教育・

学生スポーツ」「定義・歴史・法的規制」の内容に関

する 4つの分類と合わせて 9つの分類を行った。 

 

2.3 結果 

スポーツ・インテグリティ対象論文の年代別で集計

した結果，2015 年が 10編，2013年が 7編，と最も多

くなっている。なお，この 17 編はすべて「現代ス

ポーツ評論 32」（2015）と「日本スポーツ法学会第

20 回大会シンポジウム」（2013）の中で掲載されて

おり，増加につながっていると考える。また，これら

の書籍発行やシンポジウム開催の背景には，2012 年

大阪市立桜宮高校保健体育教諭による体罰問題や柔道

日本代表チームの暴力的行為などのスポーツ指導者の

暴力が影響すると考えられる（勝田，2018）。また，

スポーツ・インテグリティをキーワードとした研究論

文は 2013年以前には確認することができなかった。 

スポーツ・インテグリティ対象論文の分類について

「倫理・モラル・スポーツマンシップ」が 7編あり最

も多かった。内容に関する分類は「ガバナンス・コン

プライアンス」が 6編，「定義・歴史・法的規制」が

6 件とあるように，スポーツ・インテグリティそのも

のに関する内容が多かった。一方，「教育・学生ス

ポーツ」に関する内容は 0編であり，スポーツ・イン

テグリティ教育に関する研究論文は未だにないことが

明らかとなった。 

スポーツ・インテグリティの保護・強化に向けて教

育的アプローチの重要性は認識されているものの，現

状，スポーツ・インテグリティ教育に関する研究論文

は見当たらない。 

他方で，スポーツ・インテグリティは近年から活用

されるようになった用語のため，研究論文が多くない

が，スポーツ・インテグリティに関わる問題群の教育

研究については古くから問題視されていたことを考え

ると，教育的アプローチに関する研究も行われている

と予想される。そこで，スポーツ・インテグリティ教

育の先行研究を調査する上で，スポーツ・インテグリ

ティだけでなく，スポーツ・インテグリティに関わる

問題群の分類ごとに調査する必要がある。詳細は研究

Ⅱで後述する。以上が，スポーツ・インテグリティ対

象論文の分類から示唆された特徴である。
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表 1 「スポーツ・インテグリティ」対象論文の年代別分類 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

年 ド

ー

ピ

ン

グ

八

百

長

違

法

賭

博

ハ

ラ

ス

メ

ン

ト

暴

力

ガ

バ

ナ

ン

ス

コ

ン

プ

ラ

イ

ア

ン

ス

差

別

倫

理

モ

ラ

ル

ス

ポ

ー

ツ

マ

ン

シ

ッ

プ

コ

ー

チ

コ

ー

チ

ン

グ

教

育

学

生

ス

ポ

ー

ツ

定

義

歴

史

法

的

規

制

小

計

2013 1 3 0 1 0 0 0 0 2 7

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 1 0 1 1 1 4 1 0 1 10

2016 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3

2017 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

2018 0 0 1 2 0 1 0 0 0 4

2019 1 0 1 2 0 1 1 0 0 6

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

計 3 3 3 6 1 7 3 0 6 32  

 

3. 研究 2 

研究 2では，スポーツ・インテグリティに関わる問

題群における教育の研究動向を調査し，考察する。 

 

3.1 対象論文の収集方法 

四方田ほか（2015）は，体育科教師教育研究の研究

方法に関する動向を整理している。岡田・根本(2019)

は，四方田ほかを参照して，体育・スポーツ関連の論

文データベース「SPORTDiscus™ with Full Text」を

用いている。オリンピック教育に関する英文の研究動

向を明らかにするために，「オリンピック教育

（Olympic Education）」の検索を行った。その結果，

抽出された 49 編の論文のうち，タイトル及びキー

ワードに「オリンピック教育」が含まれていない 13

編，全文が掲載されていない 12 編，「オリンピック

教育」が主題となっていない 2 編を除いた 22 編を対

象論文としている。 

本研究では，国内文献を対象とするため，国立情報

学研究所の論文情報ナビゲータ（CiNii）の検索機能

により，2020 年 11 月 1 日までに発刊されている文

献について収集を行った。検索のワードとしては，

「スポーツ」，「授業 OR 教育」と「6 分類（①ドー

ピング，②違法賭博・八百長，③暴力，④ハラスメン

ト，⑤ガバナンス・コンプライアンス，⑥差別）」に

ついて AND検索を行い，抽出を行った。その結果，抽

出された 275編の論文のうち，「スポーツ・教育」が

主題となっていない 148 編，全文が掲載されていない

32 編，趣旨と異なる内容の 66 編を除いた 29 編の論

文を本研究の対象論文とした。 

 

3.2 内容の分類 

分析方法に関して，岡田・根本(2019)は，大友ほか

（2002）や四方田ほか（2015）を参照して，分析枠組

みとして目的別に 3つのカテゴリー（歴史研究，効果

研究，批判研究）に整理し，さらに内容と方法を分析

した。 

上述の通り，本研究では 29 編の対象論文を抽出し，

それらの対象論文の中に「スポーツ・インテグリティ

に関わる問題群とその教育」に関する研究動向の整理

を行った研究はない。そこで，本研究では，岡田・根

本(2019)が分析枠組みとして目的ごとの 3つのカテゴ

リーに整理し，そこで論じられている内容や方法を分

析した。なお，対象論文の分類に関しては，共著者と

合意が形成させるまで議論を行った。 

 

3.3 結果 

本研究では，上述の手順で収集した 29 編の論文を

目的・カテゴリーごとに整理した。その結果，「ス

ポーツ・インテグリティに関わる問題群の教育」に関

する対象論文数は表 2の通りである。 

カテゴリー・目的別に整理すると，「効果研究」が

13 編で最も多く，次いで「批判研究」の論文が 10 編，

そして「歴史研究」が 6編で最も少ないことが分かる

（表 3）。各目的に応じた研究の内容と方法を以下で

整理していきたい。 
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表 2 「すべての分類の教育」研究の目的別カテゴリーと論文数 

カテゴリー 目的 論文数

歴史研究 これまでの各分類の教育の取り組みの内実を明らかにすること 6

効果研究 各分野の教育の効果を様々な視点や方法を用いて検証すること 13

批判研究 各分野の教育に関する批判をすること 10
 

 

表 3 「各分野の教育」研究の目的別カテゴリーと論文数 

カテゴリー ドーピング
違法賭博

八百長
暴力 ハラスメント

ガバナンス

コンプライアンス
差別 論文数

歴史研究 6 0 0 0 0 0 6

効果研究 12 0 1 0 0 0 13

批判研究 4 0 5 1 0 0 10

論文数 22 0 6 1 0 0 29  

 

3.3.1. アンチ・ドーピング教育の各目的の研究動

向 

「歴史研究」，「効果研究」，「批判研究」の動向

と課題について順に述べていく。前述の通り，「歴史

研究」とは，これまでの各分類において行われた「教

育」の取り組みを整理することを目的としている。こ

のような「歴史研究」の論文は，6編確認できた。 

アンチ・ドーピング教育の歴史研究は，国内のアン

チ・ドーピング教育の動向研究と団体や海外の事例な

どの個別のアンチ・ドーピング教育に関する研究が行

われてきた。国内の動向研究では，浅川（2015）は世

界アンチ・ドーピング規程を引用し，「旧来のアン

チ・ドーピング教育においては，『情報プログラム』

と『教育プログラム』とを区分して，それぞれの目的

と役割を明示化するということは意識されてこなかっ

た」と指摘し，これからの教育プログラムではトップ

の選手や指導者だけでなく，若い世代や保護者，メ

ディアなども対象とすべきだと言及している。 

その他は，アンチ・ドーピングに関する他国との事

例（依田・亀山，2019），日体大のアンチ・ドーピン

グガイドブックの経緯（成田ほか，2017），日本陸連

のアンチ・ドーピング教育（山澤，2009）である。 

次に，アンチ・ドーピング教育の効果検証を目的と

する「効果研究」の動向を明らかにしていく。その際，

内容（アンチ・ドーピング教育の取り組み，効果の内

実）と方法（対象，データの収集方法）の 2点から整

理した（表 4）。 

表 4に示したように，「アンチ・ドーピング教育」

の「効果研究」は，2 つに大別することができた。1

つ目はうっかりドーピング防止のために知識の獲得を

目的とした研究である。知識獲得を目指した授業実践

（高橋・田本，2017；河合ほか，2009）や知識の現状

把握のための実態調査（成田・丸山，2020）が行われ

ている。さらに薄井ほか（2013）は，複雑なアンチ・

ドーピングの知識に対して，選手だけでなく薬剤師や

医師の役割や必要性を指摘している。 

2 つ目は，ドーピングに関する知識に留まらず，ス

ポーツの価値や生涯スポーツに関わる主体者を育成し

ていくという学習指導要領の目標の趣旨に沿った教育

実践である（小野田ほか，2020；松田，2018；宮崎，

2017）。これらの研究では，高等学校の体育理論領域

において，アンチ・ドーピングの知識習得だけでなく，

活用を目指した教材開発を行っている。つまり，学習

者の単に知識を伝える授業だけでなく，話し合い活動

やグループワークを取り入れた授業が展開され，アン

チ・ドーピング教育を通したスポーツの価値を保護す

ることを目的としている。  

「効果研究」に関する今後の方向性として，以下の

2 つの課題が指摘できる。1 点目は，うっかりドーピ

ング防止のための知識獲得を目的した効果研究の実施

である。ドーピングが不正であるということは正しく

理解できているため（高柳ほか，2020），継続的な情

報提供が行われることでドーピングに関する知識や基

本的な対策について教育することが可能である。しか

し，成田・丸山（2020）は「ルール変更に対して自ら

情報のアップデートができる能力を養う教育が必要で

ある」と述べるように，選手や指導者はドーピング研

修で情報を得るような受動的態度だけでなく，自ら情

報を得ようとする能動的な態度を育む教育が必要であ

る。 

2 点目は，授業実践における教育方法が課題となる。

宮崎（2017）は，日本アンチ・ドーピング機構のテキ

ストを活用するが，内容が多すぎて十分な話し合いの

時間が取れないことを課題とし，小野田ほか（2020）

は，話し合いの仕方に課題を残した。このように従来

のような知識の獲得を目指した授業から，知識の活用

を目指した授業に向けて，1 時間の授業の中で話し合

い活動等を効果的に導入することが課題となっている。 

また，松田（2018）が開発した授業評価尺度がある

ものの，教材開発や効果測定に関する実践的研究が少

ないことも課題として残っている。
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表 4 アンチ・ドーピング教育における「効果研究」の概要 

著者 年 ドーピング教育の取り組み 効果の内実 対象 データの収集方法

1 成田 和穂 , 丸山 桂司 2020

・アンチ・ドーピング教育プログラムを改善

を目指した体育系大学生と薬学系大学生のア

ンチドーピングの知識の実態調査

・スポーツファーマシストへの啓発

アンチ・ドーピン

グ教育に関する知

識の教育内容の提

言

288名

（体育系大学

生）

299名

（薬学系大学

生）

〇質問紙：日本アンチ・ドーピング機構の教育教材及び

N体育大学のアンチ・ドーピングガイドブックの内容を

参考

選択項目：8テーマ25項目（アンチ・ドーピングの倫理･

ルール，禁止表国際基準，ドーピング検査･ドーピング違

反，薬の調べ方，禁止物質を含む薬，医師への相談･治療

使用特例，サプリメントのリスク，ドーピング違反に対

する制裁措置）

2

高柳 佐土美 , 酒井 美奈 ,

佐々木 大志 , 小林 江梨

子 , 佐藤 信範

2020

・ドーピング防止教育のための実態調査

・競技の種類，全国大会以上の出場経験，

ドーピング教育経験の2郡に分け分析

アンチ・ドーピン

グに対する意識・

知識

321名

（体育系

   女子大学生）

〇質問紙：高橋ほか（2013），薄井ほか（2013），

Petroczi・Aidman（2009）を参考

選択項目：5テーマ40項目（ドーピングに対する意識，

ドーピングについての知識，薬・サプリメント購入時の

アンチ・ドーピングに対する意識，ドーピング指導に対

する意識）

自由記述：ドーピングについて知りたいこと

3

小野田 倫大 , 伊藤 雅広 ,

滝沢 洋平 , 松本 健太 ,

近藤 智靖

2020

・高等学校の体育理論領域でのアンチ・ドー

ピング教育の実践

・話し合い活動を行わせる授業案

アンチ・ドーピン

グ教育の教材開発

165名

（高校生2年生）

〇質問紙：自作

自由記述：3項目（ドーピングの目的と方法，ドーピング

をしてはいけない理由，ドーピングを止めるための対策

や取り組み）

4
福田 亜紀 , 西村 明展 ,

加藤 公
2019

・ドーピングに対する意識・知識に関する実

態調査

・28の競技種目によるアンケート

ドーピングの実態

調査による教育的

示唆

38名

（国体監督）

〇質問紙：自作

選択項目10項目（ドーピングに対する意識や知識，選手

へのアンチ・ドーピングに関する指導状況など）

5 成田 和穂 2019

・大学におけるアンチ・ドーピング教育改善

のための実態調査

・医師への相談・確認の習慣についての調査

アンチ・ドーピン

グの意識調査によ

る意識改善

182名

（体育系大学

生）

〇質問紙：自作

選択項目：2テーマ4項目（病院での相談・確認，ドラッ

グストアでの相談・確認）

6 松田 広 2018

・高等学校の体育理論領域でのドーピング教

育の実践

・教材を開発し，従来の授業と比較検討を

行った

・事前調査を行い，授業評価尺度の作成した

ドーピング教育を

通したスポーツの

価値教育

評価尺度の開発

507名

（高校生）

〇質問紙：自作

選択項目：3テーマ24項目（スポーツ観の変容，学習意

欲の喚起，学習内容の把握）

7 宮崎 明世 2017

・高等学校の体育理論領域でのドーピング教

育の実践

・日本アンチ・ドーピング機構のテキストを

活用した

・グループやペアで意見交換を行わせること

を重視した

ドーピング教育を

通したスポーツの

価値教育

122名

（高校生）

〇質問紙：自作

選択項目：5項目

自由記述：グループでの話し合いを記入

8 高橋 琴美 , 田本 育代 2017

・大学における「スポーツ医学実習」の授業

時のアンチ・ドーピング教育の実践

・日本アンチ・ドーピング機構作成の資料

（2015）を参考に内容解説

アンチ・ドーピン

グ教育に関する知

識定着に向けた授

業実践

75名

（体育系大学

生）

〇質問紙：自作

自由記述：7項目（ドーピングの聞き覚え，ドーピングの

イメージ，検査イメージ，禁止理由，ドーピングする選

手への意見，ドーピング対する意見，ドーピングの説

明）

9

薄井 健介 , 厚田 幸一郎 ,

小室 治孝 , 月村 泰規 ,

渡辺 雄一 , 神 雅人 , 伊

藤 千裕 , 井口 智恵 , 野

島 浩幸 , 井上 岳

2013

・薬剤師が介入による医薬品・サプリメント

の管理状況の調査(うっかりドーピング対策)

・ドーピング防止に関する教育セミナー

ドーピング防止教

育と医薬品管理の

効果

17名

（高校生）

〇質問紙：自作

選択項目：20項目（ドーピング防止教育の確認テスト）

自由記述：4項目（意識に関する質問，薬剤師の必要性）

10
河合祥雄・熊倉啓祐・大

津一義
2009

・大学における「スポーツ医学」のアンチ・

ドーピング教育の実践

アンチ・ドーピン

グ教育に関する知

識定着と意識変化

の効果測定

134名

（体育系大学

生）

〇質問紙：自作

選択項目：3項目（ドーピング薬物の効果に関する設問）

自由記述：2項目（ドーピングの意識に関するアンケー

ト）

11

依田 充代 , 亀山 有希 ,

鈴川 一宏 [他] , 伊藤 雅

充 , 小島 真里子

2007

・スポーツ関連団体への聞き取り調査

・アンケート調査によりドーピングに関する

意識調査

アンチ・ドーピン

グに関する学生の

意識の実態調査

3055名

（体育系大学

生）

〇質問紙：自作

選択項目：2テーマ35項目（ドーピングに対する考え

方，ドーピングに対して知りたいこと）

12

塩野谷 明 , 永森 正仁 ,

安藤 雅洋 [他] , 時本 織

資 , 福村 好美 , 三宅 仁 ,

菅原 哲朗

2006

・アンチドーピング教育のためのeラーニン

グシステムの開発

・低年齢化する薬物乱用の抑制・防止効果も

含めた広範な対象者に対するアンチドーピン

グ教育

アンチドーピング

教育のeラーニング

教材

実践なし 実践なし

番号
研究論文 内容 方法
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次に，「ドーピング教育」に関する批判を目的とし

た「批判研究」の動向を明らかにしていく。「批判研

究」を内容（批判の内実）と方法（分析対象）に基づ

いて整理すると，表 5の通りであった。 

「批判研究」における主な分析対象はアンチ・ドー

ピング教育の教育内容についてであり，2 つに大別で

きた。1 つ目は，現状のドーピング違反の実態に即し

ていない内容に対する批判である。加えて，ドーピン

グ防止に関する知識をカテゴリーごとに分け，カテゴ

リー別での知識習熟度を調査・分析し，適切な知識を

伝える必要がある。 

他方で，室伏（2019）は「アンチ・ドーピングの学

習の経験が適切な知識の定着に結びついているかが不

明なまま」であること指摘し，情報プログラムにおい

ても教育教材の開発や評価の必要性を述べている。 

2 つ目に，ドーピング防止に関する知識教育への批

判である。竹村（2018）は「日本アンチ・ドーピング

機構をはじめとして行われてアンチ・ドーピング教育

の内実とは，とにかく『ドーピングはやめておけ』と

いう説得と，そのためのテクニカルな情報提供に終始

しているといっても過言ではない」と指摘し，ドーピ

ング問題の構造的な理由への言及や客観的妥当性を有

した理由のないままドーピング禁止への説得を試みて

いる点を批判している。また，坂本（2017）も同様に

防止対策のための知識だけでなく，「なぜアスリート

はドーピングに向かってしまうのか」といった根源的

な問いを探求することの必要性を指摘している。 

「批判研究」に関する今後の方向性として，以下の

2 点の課題が指摘できる。1 つ目に国内のドーピング

違反について，現状調査を行い，どのカテゴリーの知

識が不足しているかを把握する必要とともに，その知

識の定着度を測定する授業実践が必要である。 

2 つ目に，知識定着だけなく，ドーピングの根源的

な問いを探求する必要性を述べた坂本（2017）や竹村

（2018）は具体的な教育内容に関する指摘と方向性を

示した。また，竹村（2018）は「ドーピング問題はも

はやスポーツ界だけの問題ではなく，エンハンスメン

トの問題として社会全体で考えていくべき課題だから

である」と述べている。こういった視点を持って，ア

ンチ・ドーピング教育の授業研究を進める必要がある

だろう。 

 

 

表 5 アンチ・ドーピング教育における「批判研究」の概要 

内容 方法

著者 年 批判の内実 分析対象

1 室伏 由佳 2019

・アスリートやアスリート・サポート要員はの知識の不足カテゴ

リーの認識不明瞭性

・従来のアンチ・ドーピング学習の効果検証の不明瞭性

・近年のアンチ・ドーピング規則違反の傾向

・アンチ・ドーピング教育の学習機会

2 竹村 瑞穂 2018

・ドーピング問題の構造的な理由への言及がみられないこと

・客観的妥当性を有した理由の裏付けなく，テクニカルな情報提

供に終始していること

・日本アンチ・ドーピング機構の教育内容

3 鈴木 智弓 , 赤間 高雄 2017 ・医師や薬剤師との連携の必要性 ・ドーピング違反事例の世界比較

4 坂本 拓弥 2017

・ドーピング防止に関する知識だけでなく，なぜドーピングに向

かうのか，といった根源的な問いを探求することの必要性

・ドーピング検査を主体とした規制や禁止の対策が根本的な問題

解決に必ずしもならない

・従来のアンチ・ドーピング教育

・ドーピング対策のためのドーピング検査とい

うアプローチの不足性

番号
研究論文

 

 

3.3.2 暴力の防止教育の研究動向 

暴力の防止教育に関する「歴史研究」に該当する研

究は見られなかった。 

次に「効果研究」については 1 編のみであった。土

屋（2018）は体育系大学生 113 名に対し，「運動部指

導者実践論」を開講・実施した。効果検証では「運動

指導者に体罰・暴力は不要であるという意識の高まり

が確認された」とあるものの「その根絶には至ってい

ない」と示された。課題として，「言っても分からな

ければ体罰やむなし」の風潮が未だに根強く残ってい

ることを指摘している。 

最後に，批判を目的とした「批判研究」の動向を明

らかにしたい。「批判研究」を内容（批判の要点）と

方法（分析対象）に基づいて整理すると，表 6の通り

であった。 

「批判研究」における主な分析対象は暴力防止のた

めに暴力に代わる教育方法についてであった。 

望月（2015）は，指導者に暴力に頼らない指導法と

して「選手とのコミュニケーションを確立し，科学的

な根拠に基づいた指導法で，『選手自身に考えさせ

る』指導である」と指摘している。また，宗宮・膳法

（2020）も同様に，「良き指導者」の教育をするため

の教育資料として「不快な指導」や「やる気が出た指

導」の調査を行い，「不快に感じた要因として指導者

が生徒個々人の気持ちに寄り添わず，コミュニケー

ション不足が多かった」「やる気になる指導者の特徴
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として褒める，理由付けをしたアドバイスの提供など

の意見が挙げられた」と述べている。つまり，暴力問

題の対策として，コミュニケーションの充実や科学的

な根拠に基づいた指導が求められている。 

一方，鈴木（2014）は，暴力問題における改善策は

「コミュニケーションの充実」と安易に考えてしまう

ということは「信頼関係があれば許される」といった

暴力へと転嫁する危険性をはらんでいる，と指摘して

いる。 

他方で，カウンセリングをベースとして心理サポー

トの事例として，土屋（2014）が繰り返されてしまう

指導者の問題，選手の問題，そして指導環境の問題を

考察し，アンガーマネジメントなどの「ストレスマネ

ジメント教育」が効果的であることを述べている。 

「批判研究」に関する今後の方向性として，以下の

課題が指摘できる。「コミュニケーションの充実」と

いう曖昧さである。鈴木（2014）の指摘ように暴力容

認意識を助長してしまう危険性を孕んでいることだけ

でなく，コミュニケーションの充実は相手によって認

識が異なるため，判断が難しくなる。そのため，今後

は「選手や指導者に考えさせる」ことを促す指導のよ

うなより具体的な教育プログラムの開発と実践が喫緊

の課題となるだろう。また，褒める指導やストレスマ

ネジメントについても同様に暴力教育の代案として効

果の是非を確認するための効果測定を含めた実践研究

が行う必要がある。 

 

表 6 暴力防止教育に関する「批判研究」の概要 

内容 方法

著者 年 批判の内実 分析対象

1 宗宮 悠子 , 膳法 亜沙子 2020
・不快な指導経験の実態調査をもとに暴力指導の批判

・やる気になる指導者の特徴として褒める指導

・大学生を対象とした暴力を含めた不快な指導

の実態調査

2
中西 健一郎 , 小澤 治夫 ,

浅羽 浩
2018 ・体罰指導は効果がないことを示した実態調査

・大学生を対象とした体罰指導に関する実態調

査

3 望月 浩一郎 2015

・暴力を許さないという明確な立場，暴力が発生した場合には，

隠蔽せず，毅然と是正すること，指導者に対して暴力に頼らない

指導方法を教えること

・暴力等を支持しる広範な人々

4 土屋 裕睦 2014
・暴力指導が繰り返される理由を指摘した上での選手や指導者の

ストレスマネジメント教育の必要性
・心理的ストレスを抱える選手や指導者

5 鈴木 明哲 2014

・スポーツ史研究の観点から暴力的指導の歴史的事実

・暴力のない新しい教育的アプローチを構築するためにスポーツ

外との意見交換の必要性

・暴力的指導の歴史

・教員養成カリキュラム

番号
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3.3.3. ハラスメント防止教育の研究動向 

「ハラスメント防止教育」に該当する研究は 1編の

みであった。スポーツにおけるセクシュアル・ハラス

メントの問題について，女性選手がセクハラを受け入

れ，耐え忍ぶことによって生きながらえてきた可能性

を示唆した高峰（2014）は「特にセクハラに関してい

えば，女性の競技者に対して『従順』『他律的』とい

うイメージから脱却し，『自立的』『主体的』な態度

を育てる指導者ができるのかが，女性を対象とする体

育・スポーツ教育に求められている」と述べている。

これらの指摘は従来の他律的な指導を変えなくてはな

らないことを示している。また，このような実態はセ

クハラだけでなく，暴力の問題にも適応すると述べら

れている。  

 

3.3.4 その他の問題群の教育に関する研究動向 

違法賭博・八百長，ガバナンス・コンプライアンス，

差別の教育に関して，歴史研究，効果研究，批判研究

に該当する研究は見られなかった。 

 

4．全体の考察 

本研究の目的は，「スポーツ・インテグリティとそ

の問題群の教育」に関する研究動向の検討を通して，

今後の国内における「スポーツ・インテグリティ教

育」の研究課題を明らかにすることであった。その際，

「 国 立 情 報 学 研 究 所 の 論 文 情 報 ナ ビ ゲ ー タ

（CiNii）」を活用し，「スポーツ・インテグリ

ティ」，「スポーツ・インテグリティに関わる問題群

の教育」の先行研究を探索した。その結果，スポー

ツ・インテグリティの年代別分類を分析し，教育に関

する研究が見られないことが明らかとなった。また，

「スポーツ・インテグリティに関わる問題群の教育」

においては，「歴史研究」「効果研究」「批判研究」

の 3つのカテゴリーに分類し，内容，方法を視点とし

て分析を行った結果，以下 3つの研究動向が確認でき

た。 

① スポーツ・インテグリティ教育やその問題群の

教育での教材開発や授業実践・評価を行った研

究は少ない。 

② スポーツ・インテグリティに関わる問題群の教
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育研究では，情報プログラムと教育プログラム

に分けて考える必要があり，特に教育プログラ

ムではアクティブラーニング型の教育方法を取

り入れている。 

③ スポーツ・インテグリティ教育における教材開

発の指針として，従来の他律的な指導ではなく

選手や指導者の能動的態度や主体性を育むこと

ができる教材開発を目指していることが分かる。 

 

①について，表 1の分類を見ると，スポーツ・イン

テグリティの先行研究において，教育に関する研究は

見当たらなかった。また，表 3 の分類を見ると，ス

ポーツ・インテグリティに関わる問題群の教育では，

各問題で偏りがあり，教材開発や授業実践・評価を

行った研究が少ないことがわかる。スポーツ庁

（2016）によると，日本オリンピック委員会・日本ス

ポーツ協会加盟及び準加盟の中央競技団体での不祥事

予防のための意識啓発活動等の実施は 63.8％と示さ

れている。様々な教育的活動が行われているため，今

後はより一層の教育教材の開発や実践・評価の研究を

進めていく必要がある。 

②について，アンチ・ドーピング教育では情報プロ

グラムと教育プログラムに分けて考える必要があり，

情報プログラムでは知識獲得のための実践研究が見ら

れ，教育プログラムではスポーツの価値を保護するた

めの実践研究が見られた。特に，教育プログラムでは

学習者への知識伝授だけでなく，話し合いやグループ

活動などのアクティブラーニング型の実践研究が行わ

れている。また，日本スポーツ協会（2016）は，ス

ポーツ・インテグリティを含む「人間力」の分野の教

育に関して，アクティブラーニング形式での実施の必

要性と課題を述べている。しかし，勝田（2018）は

「対象者自身の意識啓発と行動変容に繋がる具体的な

方策の開発も急務」と指摘するように，アクティブ

ラーニング型の教育方法の実施だけでなく，選手や指

導者の行動変容に繋げることを目的とした教材開発や

実践と評価測定の研究が今後の課題となるだろう。 

③について，アンチ・ドーピング教育，暴力防止教

育，ハラスメント防止教育の研究で示されたように，

それらの問題に共通して選手や指導者の能動的態度や

主体性を育む教育的アプローチが必要であることが分

かる。 

ドーピング問題ではドーピングそのものが不正行為

であるという認識はあるものの，未だに問題として起

こってしまう理由と対策として 2つの指摘があった。

1 つ目にルール変更への対応の際に，研修などでの受

動的な態度だけでなく，自ら情報を得ようとする能動

的な態度が求められること。2 つ目にアンチ・ドーピ

ング教育がテクニカルな情報提供だけでなく「なぜア

スリートがドーピングに向かってしまうか」などの根

源的な問いを探求する教育が求められている。つまり，

ドーピング問題の構造的な理由やアスリートの特性な

どを「自ら考える」ことができる教材開発や指導が必

要である。 

暴力防止の教育では，暴力に頼らない指導法として，

コミュニケーションの充実や科学的根拠に基づいた指

導法が求められる。しかし，コミュニケーションは相

手によって認識が異なるため，明確な判断基準はない。

そのため，分かったつもりにならずに常に考え続ける

態度を育てることが求められる。ハラスメント教育も

同様に他律的な態度から自立的・主体的な態度を育む

ことが求められている。 

このように，これらの問題群に共通することは，選

手や指導者がトラブルについて能動的・主体的に考え

ることを促す教育的アプローチが必要であると考えら

れる。  

 

5．終わりに 

本研究ではスポーツ・インテグリティ教育に関する

動向と課題の検討から，今後のスポーツ・インテグリ

ティ教育の方向性は示せたものの，教育研究が少ない

という課題は残ったままである。今回は国内調査に焦

点あて，国立情報学研究所の論文情報ナビゲータ

（CiNii）の検索機能を研究の方法として取り入れた

が，今後は海外の研究動向も概観しつつ，さらなるス

ポーツ・インテグリティ教育の促進に寄与したい。 
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